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　4月 26 日（木）、文化会館小ホールで、平成 30 年度
の区長会議と区長会総会が行われました。区長会議では、
新区長に委嘱状が手渡されたほか、永年勤続区長に感謝
状が贈られました。
　総会では、区長会の役員改選が行われ、会長に簗瀬 
辰雄氏（白栗）、副会長に八木澤　一重氏（末広町）、齋
藤　兆正氏（下伊佐野）、古河原　弘氏（片岡二区）の
3人が就任しました。

【感謝状受賞者】　　　　　　　　　　　　　　［敬称略］
●勤続年数 4年
　川島　基義氏（矢板四区）
　秋葉　充氏 （矢板五区）
　羽田　榮氏 （高原）
　神長　准一氏（山苗代）
●勤続年数 6年
　髙久　修氏 （東町）
　渡辺　賢司氏（安沢）
●勤続年数 8年
　松本　育夫氏（矢板一区）
　松平　宣秀氏（寺山）

問い合わせ／
　総務課　☎（４３）１１１３

平成 30年度区長会
簗瀬　辰雄会長

　平成 30 年度区長会長に
就任した簗瀬辰雄です。
　今年は市制施行 60 周年
の節目の年です。将来にわ
たって住み続けたくなるよ
うな、暮らしやすい環境づ
くりに貢献できるよう、よ
り一層頑張ってまいりたい
と思いますので、よろしく
お願いします。

【平成 30 年度区長】 ［敬称略］

行政区名 氏　名 行政区名 氏　名

矢
板
地
区

矢板一区 松本　育夫

泉
地
区

泉 平山　修
矢板二区 阿久津武司 上太田 青柳　勝次
矢板三区 大谷津　昇 東泉 平山　和博
矢板四区 川島　基義 長井 平石　陽一
矢板五区 秋葉　充 寺山 松平　宣秀
矢板六区 青山　敏之 高原 羽田　榮
末広町 八木澤一重 立足 藤田　篤一
富田 花塚　猛男 平野 佐々木勝一
木幡東 髙田　進 下伊佐野 齋藤　兆正
木幡西 大島　敏 上伊佐野 髙瀬　武
川崎反町 益子　章 第一農場 佐山　敬一
境林 舘脇　正好 第二農場 小野　雅彦
館ノ川 大谷　清 田野原 赤羽　至夫
高塩 福田　行夫 山田 鈴木　豊
倉掛 青木　正一

片
岡
地
区

通岡 小川　広美
合会 杉田　英明 前岡 岡本　善行
片俣 小野﨑貴夫 後岡 鈴木　敏夫
塩田 小川　修市 梶ヶ沢 佐藤　英雄
幸岡 中村　恒郎 安沢 渡辺　賢司
下太田 室井　貴夫 越畑 植木　好子
荒井 兼﨑　隆 東乙畑 戸村　秀和
針生 関塚　利幸 西乙畑 髙塩　洋
土屋 八木澤寛一 つつじが丘 石川　宏
中 村上　和雄 白栗 簗瀬　辰雄
ロビンシティ矢板 安田　幹雄 上大槻 冨川　寛
東町 髙久　修 下大槻 大谷　敏晴
早川町 鈴木　晶巳 石関 関谷　博
沢 江面　一己 玉田 齋藤　純一
豊田 村上　格一 山苗代 神長　准一
成田 大野　純一 片岡一区 和田　道幸
ﾊｯﾋﾟー ﾊｲﾗﾝﾄ 矢゙板 掛下　法示 片岡南 宮澤　昭夫

片岡二区 古河原　弘
片岡三区 阿美　利和
片岡四区 髙橋　正
コリーナ矢板 井艸　泰正
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矢板工場TEL : 0287-48-6231
栃木県矢板市こぶし台6-3

　都市計画の変更案について、市民の皆さんのご意見を
伺うため、縦覧を実施します。
　なお、この都市計画の変更案についてご意見のある方
は、意見書を提出することができます。
都市計画の変更案／
　都市計画道路 3・3・5号宇都宮陸羽線の変更（県決定）
対象となる区域／矢板市針生、土屋および山田の各一部
縦覧期間／
　6月 8日（金）～ 22 日（金）（土・日を除く）
縦覧場所／
　栃木県都市計画課計画担当、矢板土木事務所企画調査課、
および矢板市都市整備課
意見書の提出方法／
　住所・氏名・生年月日、職業、意見の趣旨およびその
理由を書いた意見書を、縦覧期間内に直接お持ちいただ
くか、郵送で提出してください。頂いた意見書の要旨は
都市計画審議会に提出されます。
提出・問い合わせ／
　栃木県都市計画課計画担当　☎０２８（６２３）２４６５
　矢板土木事務所企画調査課　☎（４４）２１８９
　矢板市都市整備課　　　　　☎（４３）６２１３

　市では、市民の皆さんからご意見やご提案をいただき、
よりよい市政運営を行うために、さまざまな広聴事業を
行っています。ぜひ、ご利用ください。
●やいた未来ミーティング
　高校生や子育て世代などを対象に、若い世代が抱える
課題や関心ごとについて、市長と意見交換を行います。
●やいた未来づくり座談会
　市民の皆さんからの要望を受けて開催します。市民の
皆さんが決めたテーマに沿って、市長と意見交換を行い
ます。※事前に申請が必要です。
●市長への手紙
　専用用紙を投函することで、市長に意見を届けること
ができます。専用用紙は、矢板・泉・片岡公民館、図書館、
きずな館、生涯学習館、市民課窓口に設置しています。
●市政へのご意見
　市ホームページトップ画面の「市長の部屋」から「市
政へのご意見」を選択し、専用メールフォームより意見
を送ることができます。
問い合わせ／
　秘書広報課　☎（４３）３７６４

　（公財）矢板市育英会は、健全な心を有し、学業に優れ、
かつ身体が強健でありながら、経済的理由により就学困
難な方に奨学金を貸与し、将来、社会に貢献しうる有能
な人材の育成にあたっています。
　貸与金は、寄付金および奨学資金返還金などにより事
業を実施しています。この事業をご理解いただき、夢と
希望の実現のため勉学に燃える奨学生が自立し、自ら学
ぶ環境を築けるよう、一人でも多くの方々のご支援をお
願いします。
※奨学金は、本市出身で高校、高等専門学校、または大
　学に在学する学生に貸与しています。
問い合わせ／
　（公財）矢板市育英会（教育総務課）　☎（４３）６２１７

　6月 30 日（土）、東小学校校庭で、市消防団が夏季点
検、および自動車ポンプと小型動力ポンプの操法競技会
を実施します。消防団の点検は、年 2回、夏季点検と
通常点検（10 月中旬予定）があり、これは、消防自動
車や消防器具等、緊急時に備えて、不備や欠陥がないこ
とを点検するとともに、団員の士気高揚をはかることを
目的とし、一堂に会して行っています。自由にご見学い
ただけますので、ぜひお越しください。
　実施にあたり、当日 5：00 にサイレンを吹鳴します。
多くの方が就寝中の時間であるため、ご迷惑をお掛けし
ますが、ご了承くださいますようお願いします。また、
火災発生と間違わないよう、ご注意ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４
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【世界に例がない人権擁護委員制度】
　人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人たちが人権
の考えを広め、また人権が侵害されることがないように
との考えから、昭和 23 年 7 月に誕生し、今年で 70 周
年を迎えます。この制度は、諸外国に例を見ない日本特
有の制度です。
　人権擁護委員は、市区町村長が人権擁護委員にふさわ
しい地域の候補者を選び、議会の意見を聞いたうえで、
法務局へ推薦し、法務局は弁護士会と人権擁護委員連合
会の意見を求めた後、法務大臣が委嘱します。
　無報酬のボランティアとして、全国の市区町村で約
14,000 人が活躍しています。矢板市では、8人の方が人
権擁護委員として活躍されています。

【人権擁護委員の皆さん】

（2列目左から）伊藤史展さん・江面晃一さん・藤田一夫さん・平山和博さん
（1列目左から）和氣ちかさん・櫻井宣子さん・村上芳江さん・岡本美代子さん

日時／ 6 月 19 日（火）13：30 ～ 16：20　（13：00 受付開始）
場所／那珂川町  小川総合福祉センター
対象／県内在住の方　　参加費／無料
内容／
 ・人権に関する作文発表
 ・人権啓発DVD視聴
 ・人権講演会
　「性教育と人権～子どもを取り巻くメディアの性情報と対策」
　講師：星槎大学大学院客員教授　渡辺　真由子氏
申込方法／ 6月12日（火）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／塩谷南那須教育事務所　☎（４３）０１７６

【人権侵害を受けたり、見かけたらご相談を！】
　だれもが、生きやすく、心豊かな生活を送るためには、
学校や職場、地域社会、家庭などすべての場面で、互い
の人権を尊重し合うことが最も重要です。
　インターネットでの中傷や人権侵害を受けたり、見か
けたら、ぜひ人権擁護委員の皆さんにご相談ください。
【法務省などが行ってる人権相談】
　子どもの人権 110 番　　　☎０１２０（００７）１１０
　女性の人権ホットライン　☎０５７０（０７０）８１０
　みんなの人権 110 番　　　☎０５７０（００３）１１０
法務局人権擁護局ホームページ
　 http://www.moj.go.jp/JINKEN/indexandai_yougoiin-a.html
問い合わせ／
　総務課　☎（４３）１１１３

【人権擁護委員による充実した無料相談・啓発活動】
　矢板市の人権擁護委員は、さまざまな分野、経歴の方
による充実した相談活動が特徴です。不当な差別やいじ
め・体罰、虐待、セクハラなど人権問題で困った際には、
右記の日程で開設していますので、ぜひご相談ください。
　相談業務のほか、年間を通し、次のような人権啓発活
動を行っています。

特設人権相談日時／ 10：00 ～ 15：00　全て火曜日
場所／保健福祉センター 2階  相談室

開催日
6 月 5 日 7月 10 日 8月 7 日 9 月 11 日 10 月 9日

11 月 13 日 12 月 4日 1月 8日 2月 12 日 3月 12 日

【市内全小中学校で人権講話】
　毎年、市内全小中学校の児童生徒を
対象に、1人ひとりが人権を尊重する仲
間づくりができるよう、人権擁護委員に
よる人権講話を実施しています。

【「人権の花」運動】
　児童が互いに協力し、花を育てることに
より、優しさと思いやりの心を体得してもら
おうと人権擁護委員から花壇に植える花の
苗を、毎年小学校２校に贈呈しています。

【市内店舗での人権尊重呼びかけ】
　人権尊重の心を、多くの市民の皆さ
んに改めて意識してもらおうと、毎年
ショッピングセンターなどで、チラシの
配付による啓発活動を実施しています。
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　「第 11 回光と音のあんどんまつり」の運営スタッフ
ボランティアを募集します。
日時／
　8月 25 日（土）16：00 ～ 21：00　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
申込期限／ 7 月 6 日（金）
申込方法／
　申込方法など、詳しくは市ホームページ（トップページ
＞組織でさがす＞都市整備課＞あんどんまつり）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市整備課）
　☎（４３）６２１３

　基調講演には、宇都宮大学で長年にわたり大勢の社会
教育主事を育ててきた廣瀬先生をお招きし、改めて矢板の
まちづくりを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
　「まちづくりは身近なもの。他地区のまちづくりの事
例を聞くだけではあまり参考にならない」という廣瀬先
生。まちづくりの楽しみ方を一緒に聴いてみませんか。
日時／ 6 月 17 日（日）13：30 ～
場所／生涯学習館  研修室（1）
題目／「まちづくりを考える」
講師／とちぎ市民協同研究会  代表理事  廣瀬　隆人氏
そのほか／
　第1回目はオープン講座のため、どなたでも参加できます。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　5月 1日（火）、市役所内に、地域活動の担い手を確保し、
地域住民が主体となった持続可能なまちづくりを支援す
る目的で、矢板ふるさと支援センター「TAKIBI（タキビ）」
を設立しました。
　センターの「TAKIBI」という愛称は、焚き火の周りに
は人が自然と集まることや、地域に関わる人の心に火を
灯すといった、センターの活動理念を表したものです。
【主なセンターの事業】
 ・モデル地区の設定および活動計画の策定
 ・集落生活圏の将来ビジョンの策定
 ・新たな地域活動の運営組織の形成および運営の支援
開所日／平日の 10：00 ～ 16：00
設置場所／市役所総合政策課内（暫定）

【髙橋センター長から】
　人口減少や少子高齢化
により、これまで行って
きた地域活動に支障が出
る事例が、全国的に起き
ています。
　今後、関係団体・住民
の方たちとの意見交換を通じて、皆さんと一緒に新
たなまちづくりの形を考えていきたいと思います。

問い合わせ／
　矢板ふるさと支援センター「TAKIBI」（総合政策課内）
　☎（４３）１１１２

　地域の隠れた資源を再発見し、楽しく活用するため、
活動に協力していただける方を募集しています。大学な
ど地域外の方とも協働しながら、よりよい地域づくりに
取り組みませんか？
主な活動内容／
 ・環境保全啓発活動
 ・地球温暖化防止活動
 ・リサイクル活動　など
　これらの活動を推進する
　ためのさまざまなイベン
　トの実施

求める人物像／
 ・18 歳以上で自然が好きな方、健康な方
 ・地域づくり、環境づくりに関わりたい方
申込方法／
　氏名・電話番号を記載の上、メールでお申し込みくだ
さい。
申込・問い合わせ／
　環境文化都市やいた創造会議事務局
　（くらし安全環境課）
　☎（４３）６７５５
　 foryaita@gmail.com Facebook
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　八方ヶ原のレンゲツツ
ジ開花時期は、大間々駐
車場が大変混雑します。　　
　そのため、開花時期の
土日は、大間々への上り
口に交通誘導員を配置し、
バス以外の車両は山の駅
たかはらへの駐車をお願
いする予定です。

　訪れた皆さんが、安全で快適に楽しんでいただけるよ
う、車でお越しの際は山の駅たかはらに駐車し、大間々
までの交通手段は無料ピストンバスをご利用いただきま
すよう、お願いします。
日時／ 6 月 2 日（土）、3日（日）8：00 ～ 15：00
※山の駅たかはら駐車場～大間々駐車場の間を 20 分間
　隔で運行する予定です。　
問い合わせ／商工観光課　☎（４３）６２１１

　自然豊かな矢板を再認識してみませんか。「矢板の伝
説からみた塩谷氏と岡本氏」の講話を聞いた後、その地
に出かけ、いにしえに思いをはせましょう。
　道すがら何気なく見ている植物の名前を教えてもらった
り、その地に伝わるお話を聞いたりしながら、お散歩します。
日時／ 6 月 30 日（土）＊荒天中止
　　　8：50泉公民館集合　12：00解散予定
※ 1時間程度の講話後、お散歩に出かけます。
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／無料
コース／
　泉公民館～泉のエノキ～森戸酒造～御屋敷橋～東泉瑞
雲院～田野原観音堂～泉公民館
持ち物／飲み物、雨具、帽子、汗ふきタオル
申込方法／
　6月 24 日（日）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　今年の「ぬいぐるみお泊り会」は、図書館との共催で
七夕にまつわるお話を中心に読み聞かせ会を行います。
また、保護者の方には読み聞かせの際のアドバイスなど
も行います。ぜひ 1番仲良しのぬいぐるみと一緒に遊
びに来てね。
日時／ 7 月 7日（土）10：00～ 11：30
　　　　　 8 日（日） 8：30 ～ 17：15（ぬいぐるみのお迎え）
場所／泉公民館  図書室
対象／未就学～小学生低学年の児童と保護者
定員／親子 10 組　＊先着順
持ち物／1番仲良しのぬいぐるみ、タオル（かけ布団にします。）
申込方法／
　6月30日（土）までに、電話またはメールでお申し込
みください。その際、①氏名②お子さんの年齢③ぬいぐる
みやおもちゃの名前④保護者連絡先をお知らせください。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館
　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp　　　　

　歌うことにより脳の活性化や呼吸法による健康増進を
目指しませんか。音楽を通じて交流を深めましょう。
日時／ 2 月 5 日（火）までの第 1・3火曜日
　　　10：00 ～ 11：45
場所／泉公民館  集会室
内容／童謡・唱歌・名曲などを斉唱します。
講師／宮田　由美子先生
参加費／ 1,000 円（年間）
申込方法／電話またはメールにてお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館
　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp

　郷土資料館市民作品展として、矢板市文化協会に所属
している矢板水彩画愛好会の第5回作品展を開催します。
会員 14 人が描いた水彩画を約 50 点展示します。
日時／
　6月 2日（土）～ 10 日（日）10：00 ～ 16：00
　※最終日は 15：00 まで
場所／
　郷土資料館  多目的ホール
問い合わせ／
　郷土資料館　☎（４３）０４２３
　＊月曜休館
※郷土資料館の多目的ホールを、市民作品展などの会場として、
　貸し出しています。詳しくは、お問い合わせください。
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　身のまわりのものを使っておもしろ実験をします。
　第 1回目は、夏休み小中学生応援企画「宿題をみん
なで終わらせよう！」との共催です。
日時・内容／全 4回

場所／矢板公民館  実習室・調理室
対象／市内在住の小学生
定員／ 25 人　＊応募者多数の場合は抽選
講師／土屋はかせ塾　土屋　佳雄先生
参加費／ 1 回 100 円程度（材料費）
申込方法／
　7月 1日（日）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館

日時 内容
① 7月 29 日（日）

10：00
〜

12：00

ちょう軽ふわふわ鳥を飛ばそう
② 8月 26 日（日） 動くおもちゃバックオーライ
③ 9月 30 日（日） 君は大気圧に勝てるか？
④10月 28 日（日） 世にもふしぎな噴水づくり

　「こどものひろば」には、
乳幼児エリア、幼児エリア
など、子どもたちが遊べる
スペースのほか、子どもと
一緒に休憩できるカフェエ
リアがあります。

　雨の日でもぬれずに子どもたちが自由に遊べる場、同
世代の子どもを持つ保護者が交流できる場として、ご利
用いただけますので、ぜひ遊びに来てください。
営業時間／ 10：00 ～ 17：00
場所／矢板駅東口「ココマチ」内

休館日／毎週月曜日　＊祝休日の場合は、その翌日
※年末年始（12/31・1/1）、お盆（8/15・16）のほか、
　メンテナンスなどで臨時休館する場合があります。
利用できる方／
　どなたでも利用できますが、年齢制限があるエリアが
あります。
 ・カフェエリア、談話室、学習室…年齢制限なし
 ・ボールプールエリア、幼児エリア…小学生以下
 ・乳幼児エリア…2歳以下
※ただし、未就学児の利用には、保護者の同伴が必要です。
問い合わせ／こどものひろば　☎（５３）７２２１

●「まちゼミ」とは？
　市内のお店の人が講師となって、「健康」「食べる」「学
ぶ」などのテーマのもと、専門知識やプロならではのコ
ツを無料で提供する事前予約・少人数制のゼミです。
　お店の特徴や店主のこだわり・人柄を知っていただく
ことができ「お客さま」「お店」「地域」にとって “三方
よし ”のコミュニケーション事業でもあります。
日にち／ 6 月 20 日（水）～ 7月 31 日（火）
内容・時間／市内各商店・店舗によって異なります。

定員／先着順　※各店定員になり次第受け付け終了
受講料／無料
　　　※講座により材料費がかかる場合があります。
そのほか／
 ・講座での販売や勧誘行為はありません。
 ・詳しくは、6月 15日（金）の新聞折り込みチラシ、ま
　たは「まちゼミ」ポスターの貼ってあるお店、商工会
　ホームページをご覧ください。
問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２

中古車委託販売
車・バイク・農機具の委託展示販売いたします。

（車を売りたい方、お気軽にお問い合わせください。）

フリーマーケット
★ 出 店 者 募 集 ★
第 2・4 日曜日 開催中‼

  【問い合わせ】
リサイクル新世界
☎080（4732）0427



平成 30 年 6月号20

【市営住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
上太田 H19 4F 13,900 ～ 40,300 1DK～3LDK（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ有） ○ ○ ○ ○ ○ 1台のみ2,000円

石関 H1～ 3 3F 18,100 ～ 29,600 3DK - - ○ ○ ○ 1台のみ2,500円
乙畑 H5～ 10 3F 22,500 ～ 35,700 3DK - - ○ ○ ○ 1台のみ2,500円

【特定公共賃貸住宅】 ※上太田の一部、および単身者の部屋は、現在満室のため予約待ちとなります。

場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
乙畑 H8 3F 50,000 3DK ○ - ○ ○ ○ 1台のみ 2,500円

　市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者を募集して
います。所得基準など、入居には条件がありますので、
お問い合わせください。

　なお、本年度より、中・高倉市営住宅の入居者募集は
停止となりました。
申込・問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２

　市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るた
め、保険適用外の治療費の一部を助成しています。
対象／次の全てに該当する方（ご夫婦とも）
 ・人工授精、体外受精、顕微授精のいずれかの治療を受
　けた婚姻中の方（体外受精、顕微授精については県の
　助成を受けている方）
 ・矢板市に申請日の前日から起算して１年以上住民登録
　のある方
 ・市税を滞納していない方
 ・各種医療保険の被保険者、または被扶養者である方
 ・その他、市の交付要綱に定める要件を全て満たす方
助成金額／
　申請 1 回につき上限 10 万円

助成回数／
　妻の年齢によって、助成を受けられる回数が異なります。
　

そのほか／
　県の助成制度（体外受精および顕微授精）について詳
しくは、県北健康福祉センター　☎（２２）２２５９に
お問い合わせください。
申請・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

妻の年齢（助成を受けた初回治療開始時） 助成回数
39歳以下 通算 6回まで
40 ～ 42 歳 通算 3回まで
43 歳以上 助成対象外

※助成回数は、対象治療全てを通算した回数です。
※通算助成回数に達していない場合でも、妻の年齢が 43 歳以上で
　開始した治療は助成の対象になりません。

　みんなの思い出に残る成人式をつくりませんか？
実行委員の役割／
　成人式の企画・運営、祝い品選び、記念誌のデザインなど
応募資格／
　平成 31 年成人式対象者（平成 10 年 4 月 2 日～平成 11
年 4 月 1日生まれの方）で、成人式の企画に興味のある方
募集人数／約 10 人
委員会運営について／
　8月から成人式当日までに会議を 3 回程度、成人式前
日にリハーサルを予定しています。
※すべての会議に出席しなければいけないわけではありません。

申込方法／
　7 月 27 日（金）までに
電話、ファクス、またはメー
ルでお申し込みください。
※ファクス、メールでお
　申し込みの際は、件名に
　「成人式実行委員」と明
　記し、名前・住所・電話番号をお知らせください。
申込・問い合わせ／
　平成 31年成人式実行委員会事務局（生涯学習課）
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　  syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

平成 30 年成人式実行委員会の皆さん

　　平成 30 年 6月号 21

　あなたの土地の樹木が道路に倒
れる、または張り出したり枝が落
ちたりして、歩行者などの通行の
妨げとなっていませんか？
　樹木が倒れる、または枝が落ち

ることで、通行人がけがをしたり、車を破損したりする
と、民法の不法行為となり、相手から損害賠償を請求さ
れることがあります。このようなトラブルにならないよ
う、樹木の適正な管理をお願いします。

　禁止行為に当たる場合、道路管理者から樹木の移転や
伐採命令を受けることがあります。また悪質な違反には、
3年以下の懲役または 100 万円以下の罰金が科されるこ
とがあります。道路に関してご不明な点がありましたら、
管理者までお問い合わせください。

問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２

道路 道路管理者

国道 4号 宇都宮国道事務所矢板出張所
☎（４４）０４６１

国道 461 号・県道 矢板土木事務所　保全部
☎（４４）２１８６

それ以外の道路 矢板市建設課
☎（４３）６２１２

枝が落下し、フロントガラスを
貫通した事故の車の様子

  次のような行為は道路法で禁止されています。
●みだりに道路を傷つけたり汚したりすること
●みだりに道路に土や石・竹木などを堆

たいせき

積する、また
　は、道路上で交通を妨げるような行為をすること

　ルールやマナーを守り、地域のみなさんが安心して生
活できる環境づくりにご協力ください。
①適正なしつけ
　「鳴き声」「におい」「フン」などによって、近隣に迷
惑が掛からないようにしてください。
②所有者の明示
　迷子にならないよう配慮し、仮に迷子になったときの
ために所有者をはっきりさせましょう。（首輪等に記載
するなど）また、大切なペットが交通事故に遭わないよ
うに、犬の散歩時は必ずリード（引き綱）を付け、猫は
室内飼いに努めてください。
③不妊手術の実施
　むやみに繁殖させないようにしてください。

※市では避妊・去勢手術補助金制度を設けています。
④終生飼養
　最後まで飼い主としての責任をもって飼いましょう。
動物を捨てることは犯罪となります。

●無責任にエサだけを与えることはやめましょう！
　エサを与える行為は「飼い主」とみなされ、終生
飼養の責任が生じます。
●もし飼い犬・猫が迷子になったら…
　栃木県動物愛護指導センター　☎０２８（６８４）
５４５８までご連絡ください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

①きれいなまちに　　
　家庭などからの汚水が下水道管に流れるので、家の周
りに汚水がたまりません。そのため、ハエや蚊の発生・
悪臭を防ぎ、水路の水質が改善されます。
②美しい自然に　　　
　汚水を浄化してから放流するので、きれいな川や海を
守ることができます。
③さわやかな生活に　
　トイレを水洗化することで、清潔でさわやかな生活を
送ることができます。

≪１日も早く接続を≫
　公共下水道を使用できるようになった地域は、次のこ
とが義務付けられています。
 ・くみ取り便所は、使用できるようになった日から 3年
　以内に水洗便所にする。
 ・浄化槽で処理している場合でも、速やかに排水設備を
　設置し、公共下水道に接続する。

　下水道が完成すると、皆さんのご家庭の生活排水を直
接下水道に流すことができます。しかし、せっかくでき
あがった下水道も、各家庭に接続していただかないと地
域一帯の生活環境の改善が進みません。
　1日も早い下水道への接続をお願いします。
問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

平成 29年度 下水道の日 標語の部 国土交通大臣賞

未来へと  ぼくらがつなぐ  下水道

  ご存じですか？建築限界
　建築限界とは、道路の交通を妨げないよう、

建築物の設置や樹木などを制限する範囲のことです。

一般的な車道や路肩では高さ
4.5ｍ以上の確保が必要です

歩道上では高さ2.5ｍ以上の確
保が必要です
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【とちぎのヘルシーグルメ推進店とは】
　バランスが良い、野菜がたっぷりであるなど、健康に
配慮した食事を提供したり、料理の栄養成分を表示した
りすることにより、外食や弁当などを利用される方が自
分に合った食事を選択して、健康的な食生活を送ること
ができるよう応援するお店のことです。
【とちぎのヘルシーグルメ推進店になると】
 ・無料で配布されるステッカーを店頭に掲示することに
　より、健康に配慮した食事や栄養成分などの健康情報
　を提供していることを利用者に PRできます。
 ・登録店の情報は、県のホームページなどに随時公表さ
　れます。

申請方法／
　登録申請書を県北健康福祉セ
ンターに直接ご提出ください。
※登録申請書は市健康増進課で
も配布しています。
そのほか／
　登録の対象店舗、具体的な取
組内容については県ホームペー
ジ「健康長寿とちぎWEB」を
ご覧ください。
問い合わせ／健康増進課　　　　　☎（４３）１１１８
　　　　　　県北健康福祉センター☎（２２）２６７９

　うどんを打ってみませんか？工程ごとに指導いただき
ながら、500g のうどんを打ちます。自分で打ったうど
んは、お持ち帰りいただけます。
　また、講師の方の極上うどんも試食できます。
日時／ 6 月 23 日（土）　9：00 ～ 13：00
場所／勤労青少年ホーム
定員／ 10 人　＊先着順、初心者歓迎
参加費／ 1,000 円
講師／山口　一夫先生
持ち物／
　メモ帳、エプロン、三角巾、タッパー（持ち帰り用）など
申込方法／
　6月 8 日（金）～ 18 日（月）9：00 ～ 19：00（土・
日は 17：00 まで）に、勤労青少年ホームにある申込用
紙に記入の上、参加費を添えてお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

　夏バテ解消レシピでお料理を作ってみませんか？
日時／ 7 月 17 日 ( 火 )10：00 ～ 12：30
内容／
 ・鶏もも肉のガーリックソテー
 ・シャカシャカサラダ
 ・かぼちゃの切り昆布煮
 ・ヨーグルトいちごソース
 ・ご飯
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 400 円（材料代）
講師／長嶋　孝子先生
持ち物／エプロン・三角巾・米 0.5 合
申込方法／
　6月 15日 ( 金 ) から電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　片岡公民館　☎（４８）０１０１
　＊月曜・祝日休館

　昨年、大好評だった「からだ見なおしフィットネス」
を今年も開催します！
日時／
　7月～平成 31 年 2月の第 4火曜日
　19：00 ～ 20：30　計 8回
　（7/24・8/28・9/25・10/23・11/27・12/25・1/22・2/26）
場所／生涯学習館  体育室
内容／家でもできる簡単な体操

対象／市内に在住・在勤の方
定員／ 50 人　＊先着順
参加費／無料
講師／藤田　明湖先生
申込方法／
　6月 11 日（月）から電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８
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　矢板市に、オリンピックフラッグ・パラリンピックフ
ラッグがやってきます。フラッグと一緒に記念撮影がで
きますので、ぜひお越しください。

日時／ 6 月 13 日（水）8：30 ～ 16：30（予定）
場所／生涯学習館  ロビー
内容／
　オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ、大
会関連パネルの展示
主催／東京都・東京 2020 組織委員会・JOC・JPC
問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

　レクリエーションにも、競技にも向いているスポーツ
吹矢。腹式呼吸を使って健康増進にもつながり、ダイエッ
トとしても注目を集めています。年齢性別を問わず、初
心者の方でも楽しく参加できます。
日時／ 6 月 24 日（日）～ 8 月 26 日（日）までの間の
　　　第 2・4日曜日　13：30 ～ 15：30　計 5回
場所／勤労青少年ホーム
定員／ 12 人　※先着順
参加費／ 1 回 100 円
講師／湯澤　正樹先生
持ち物／体育館シューズなど
申込方法／
　6月 8日（金）9：00 ～ 19：00（※土日は 17：00 ま
で）から、窓口で直接お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

　健康指標となる体力年齢を測ってみませんか？
日時／ 6 月 23 日（土）9：30 集合（午前中で終了予定）
場所／市体育館
対象／ 20 ～ 79 歳の健康な一般男女
定員／ 30 人程度　　参加費／無料
内容／

持ち物／
　運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物
申込方法／
　6月 15 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

20～ 64
歳の方

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、
20 ｍシャトルラン（往復持久走）、立ち幅とび

65 ～ 79
歳の方

握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、
10 ｍ障害物歩行、6分間歩行

雇用期間／ 7 月 1 日（日）～ 8月 26 日（日）
開設期間／ 7 月 21 日（土）～ 8月 26 日（日）
勤務時間／ 8：30 ～ 16：30
　　　　　※ 1時間程度休憩あり。
　　　　　※天候により不規則になる場合もあります。
勤務内容／監視、受付、清掃
応募資格／①期間内で 20 日以上勤務できる方
　　　　　②高校生以上の学生または 18 歳以上の方
　　　　　③健康に自信があり、水泳のできる方
募集人数／男性・女性各 10 人程度
賃金／一般・大学  日給 6,510 円、高校生  日給 5,950 円
申込方法／ 6 月 24 日（日）までに、勤労青少年ホーム
　　　　　にある申込書で、お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　矢板市施設管理公社（勤労青少年ホーム内）
　☎（４３）４６２０

　どなたでもご参加いただけます。みんなでワイワイス
ポーツを楽しみましょう。
日時／
　6月 17 日（日）9：30 ～ 12：00（9：00 受付開始）
場所／市体育館
内容／
　フライングディスク・パンくい競争・綱引き・玉入れなど
参加費／無料
持ち物／
　運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物
申込方法／
　6月 13 日（水）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６




